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○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第四条第一項の規定に基づき厚生労

働大臣が定める程度 

〔平成二十五年一月十八日号外厚生労働省告示第七号〕 

 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成十七年法律第百二十三号）第

四条第一項の規定に基づき、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第四条第

一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める程度を次のように定め、平成二十五年四月一日から適用す

る。 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第四条第一項の規定に基づき厚

生労働大臣が定める程度 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成十七年法律第百二十三号）第

四条第一項に規定する厚生労働大臣が定める程度は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援

するための法律施行令（平成十八年政令第十号）別表に掲げる特殊の疾病による障害により継続的に

日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける程度とする。 


	01　【告示】法律第四条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める程度

